
○
内
閣
府
告
示
第
五
百
六
十
七
号

地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
内
閣
総
理
大
臣
の
定
め
る
利
子
補

給
率
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

な
お
、
平
成
二
十
年
内
閣
府
告
示
第
二
百
三
十
八
号
（
地
域
再
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
利
子
補
給
率
を
定
め
る
件
）
は
廃
止

す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
一
日

内
閣
総
理
大
臣

麻
生

太
郎

地
域
再
生
法
第
二
十
条
第
三
項
の
内
閣
総
理
大
臣
の
定
め
る
利
子
補
給
率
は
、
０
・
７
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
と
す
る
。

小林利臣(KOBAYASHIToshio
テキストボックス
地域再生



○
内
閣
府
告
示
第
二
百
八
十
五
号

地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
七
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
地
域
再
生
法
（
平
成

十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
四
条
第
三
項
（
同
法
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基

づ
き
、
地
域
再
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
利
子
補
給
率
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
年
内
閣
府
告
示
第
五
百
六
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
一
日

内
閣
総
理
大
臣

野
田

佳
彦

本
文
中
「
第
二
十
条
第
三
項
」
を
「
第
十
四
条
第
三
項
（
同
法
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

に
改
め
る
。

小林利臣(KOBAYASHIToshio
テキストボックス
地域再生



○
内
閣
府
告
示
第
二
百
六
十
八
号

総
合
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
法
律
第
八
十
一
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
及
び
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

内
閣
総
理
大
臣
の
定
め
る
利
子
補
給
率
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

直
人

一

総
合
特
別
区
域
法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
内
閣
総
理
大
臣
の
定
め
る
利
子
補
給
率
は
、
〇
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
と
す
る
。

二

総
合
特
別
区
域
法
第
五
十
六
条
第
三
項
の
内
閣
総
理
大
臣
の
定
め
る
利
子
補
給
率
は
、
〇
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
総
合
特
別
区
域
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

小林利臣(KOBAYASHIToshio
テキストボックス
総合特区



○
内
閣
府
告
示
第
二
百
五
十
六
号

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
内
閣
総
理
大
臣
の
定

め
る
利
子
補
給
率
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
六
年
九
月
八
日 

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理 

国
務
大
臣 

麻
生 

太
郎 

 

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
内
閣
総
理
大
臣
の
定
め
る
利
子
補
給
率
は
、
○
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
と
す

る
。 

小林利臣(KOBAYASHIToshio
テキストボックス
国家戦略特区
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